
住まいから始まる幸せの生涯設計を提案します

リビングライフグループ主催
ご契約者様だけの特別講座

確定申告講座

住宅ローン控除
～マイナンバーカード利用有 × 戸建住宅（新築・中古）× 単独名義～



住宅ローン控除の確定申告方法
～ 戸建住宅（新築・中古）～

 マイナンバーカードを利用した手続き方法になります。

 カードリーダーが必要となります。

 給与所得者、年末調整済みの方向けのご案内です。

 住宅ローン控除の他、「医療費控除」「ふるさと納税」の

申告方法も紹介しています。

2

－ パソコン・マイナンバーカード利用－

〈 注 意 事 項 〉
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 必要書類一覧・注意事項 5～7ページ

 e-Tax利用事前準備 8～17ページ

 マイナンバー情報入力 18～29ページ

 申告内容事前チェック 30～32ページ

 源泉徴収票入力 33～36ページ

 配偶者控除 37ページ

 16歳未満の扶養親族入力 38～39ページ

■ 各種控除入力 41ページ

■ 医療費控除 42～44ページ

■ ふるさと納税（寄付金控除） 45～47ページ

■ 生命保険料控除 48～50ページ

■ 地震保険料控除 51～53ページ

目 次①
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目 次②

 住宅ローン控除入力 54～67ページ

 入力内容確認 68～71ページ

 還付金額確認・本人情報入力 72～74ページ

 申告前データ保存 75ページ

 申告書送信 77～79ページ

 帳票印刷・申告後データ保存 80～81ページ

 提出方法・期限 82ページ

 提出書類一覧 83ページ

 お問い合わせ先 84ページ



チェック
欄 書類名 取得場所 備考欄

□ マイナンバーカード パスワードが3種類あります※1 (提出書類ではありません)
分からない場合マイナンバーカードを利用した手続きができません

□ ICカードリーダー 家電量販店等
マイナンバーカードを読み込むために必要です
お持ちのパソコンに適合するものをご購入ください

□ 令和2年分源泉徴収票 勤務先 令和2年1月~12月に支給された給与所得が記載のもの

□ 住宅取得資金にかかる借入金年末残高証明書(原本) 借入金融機関等
令和3年1月末頃までに郵送されます
住宅ローンが複数ある方はすべて必要です※2

□ 登記簿謄本(土地・建物)(原本) 法務局 所有権移転後のもの

□ 売買契約書・請負契約書(写) 不動産会社

□
中古住宅で基準の建築年数を超えた場合の証明書
類

該当の場合のみ（耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書・
既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書等）

□ 認定長期優良住宅証明書 該当の場合のみ

□ 住民票 役所
令和2年12月末までに購入物件に入居のもの
(入居年月日確認用で提出書類ではありません)

□ すまい給付金の受取金額の確認資料
すまい給付金
事務局

すまい給付金を受け取った方のみ
これから申請する方、受け取っていない方は不要

□ 住宅取得資金贈与を受けた金額の確認資料 該当の場合のみ 通帳など

□ 税金の還付先口座の通帳 入力の際に使用します(提出書類ではありません)

5
※1・2 → 7ページ参照ください

必要書類等一覧 ～住宅ローン控除～



チェック
欄 書類名 取得場所 備考欄

□ 医療費通知（医療費のお知らせ）

□ 医療費控除明細書及び付属する書類 国税庁HP 指定書式※3

□ 寄付金受領証明書（ふるさと納税申告用） 納税地 複数ある場合はすべて

□ 生命保険料控除証明書 保険会社 年末調整を行っていない場合

□ 地震保険料控除証明書 保険会社 年末調整を行っていない場合

6

※3 → 7ページ参照ください

必要書類一覧 ～医療費控除・ふるさと納税・生命保険料控除・地震保険料控除～
※こちらは該当する方のみ必要となります※
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※資料出典：国税庁ホームページ
当資料はホームページを一部加工・編集して掲載しています。デザインは変更になる場合があります。

※当資料の税務等に関する記載内容は、2021年1月時点における法令その他情報に基づき作成しており
将来変更になる可能性がございます。

注意事項

※１ マイナンバーカードのパスワードについて

1.署名用電子証明書(6～16桁)

2.利用者証明用電子証明書(4桁)

3.券面事項入力補助用(4桁)

※2 年末残高証明書について

フラット35・ミックスローン等住宅ローンを複数お組みいただいている場合はすべて必要となります

※3 医療費明細書指定書式について

医療費集計フォーム

https://www.keisan.nta.go.jp/r2/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp?taxYear=20#bbctrl

医療費控除明細書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm

https://www.keisan.nta.go.jp/r2/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp?taxYear=20#bbctrl
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm
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「確定申告特集」をクリック

国税庁のホームページへアクセス
（インターネットで「国税庁 確定申告書作成コーナー」を検索）

『所得税の確定申告』をクリック

確定申告書の入力を始めましょう！

1

2

3

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm


9

「作成開始」をクリック

「確定申告書等の作成はこちら」
をクリック

４

５
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『e-Taxで提出マイナンバーカード方式』
をクリック ★注意★

マイナンバーカードを利用して
パソコンから確定申告を行なう際には
『カードリーダー』が別途必要となります

ICカードリーダライタの使用方法について
は取扱説明書等でご確認ください

『ICカードリーダライタの対応機種はこちら』
より対応機種をご確認ください
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お持ちのパソコン環境が
e-Taxの利用推奨環境に
該当しているかご確認ください

対応していない場合、
e-Taxの利用が出来ませんので
ご注意ください

パソコンの環境が利用推奨環境に
該当していることが確認できたら
赤枠内の
『事前準備セットアップファイル
のダウンロード』をクリック
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①『令和2年分事前準備セットアップ』
をクリック

⇒②『jizen_setup.exe』をクリック

⇒③『はい』をクリック

拡
大

1

２

３
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表示されたブラウザをすべて終了後
赤枠内の『実施済み(次へ)』をクリック

『作成コーナー事前準備セットアップ』
⇒『インストール』をクリック
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Google Chrome
Microsoft Edgeの場合

『Google Chrome』

もしくは

『Microsoft Edge』

を選択し『次へ(N)＞』をクリック
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『マイナポータルサイトへ』を
クリックし表示された画面の手順に
従い操作します

操作完了後
『次へ(N)＞』をクリック

『Chrome拡張機能のインストールはこちら』
をクリックし表示された画面の手順に
従い操作します

操作完了後
『次へ(N)＞』をクリック

Google Chrome
Microsoft Edgeの場合
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『作成コーナー事前準備セットアップの完了』
画面が表示
⇒『完了』をクリック

18ページへ

Google Chrome
Microsoft Edgeの場合

Google Chromeで進めた場合は
『はい、Google Chromeで表示します』
と表示されます
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Internet Explorerの場合

『Internet Explorer』を選択し
『次へ(N)＞』をクリック

『作成コーナー事前準備セットアップの完了』
画面が表示
⇒『完了』をクリック
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作成コーナートップ画面(左)が表示 ⇒ 『作成開始＞』をクリック

『e-Taxで提出マイナンバーカード方式』をクリック

次にマイナンバーカードのパスワード入力がありますので、お手元にご準備ください

事前準備のセットアップが
完了すると再度この画面に
戻ります
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『最新の事前準備セットアップが
正常に適用されています。』と
表示されていることを確認

ページ下部へ
スクロール

e-Taxを行なう前の確認画面で
ページ下部の
赤枠内『利用規約に同意して次へ』を
クリック
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カードリーダーをパソコンと接続し
マイナンバーカードを読み込みます
カードの差込の向き等読み取り方法はお持ちの
カードリーダーの取扱説明書をご確認ください

上記画面が表示
青枠に『利用者証明用パスワード(数字4桁)』を
入力し『OK』をクリック

パスワード入力を3回連続で間違えると
マイナンバーカードを利用した確定申告が
出来なくなりますのでご注意ください

マイナンバーカード利用者情報入力①
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『マイナンバーカード情報の確認へ』
をクリック

マイナンバーカード利用者情報入力②
※マイナンバーカードはカードリーダーに挿したままで手続きを進めてください※

これまでに「利用者識別番号」を発行し
e-Taxを利用したことがある方は
青枠を選択し表示される画面の指示に従い
手続きを進めてください ⇒30ページへ

初めてe-Taxを利用する方は赤枠を
選択してください ⇒22ページへ
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マイナンバーカードが読み取れると
「マイナンバーカード情報の読み取り」に移ります
青枠に『券面事項入力補助用パスワード (数字4桁)』
を入力し『OK』をクリック

※パスワード入力を3回連続で間違えると
マイナンバーカードを利用した確定申告が
出来なくなりますのでご注意ください

マイナンバーカード利用者情報入力③
※マイナンバーカードはカードリーダーに挿したままで手続きを進めてください※
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マイナンバーカードの
読み取りが完了すると

『氏名漢字』
『生年月日』
『住所』
『性別』が表示

内容に間違いが無いか確認し
『次へ』をクリック

マイナンバーカード利用者情報入力④
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『利用者情報の入力』
ページ下部まで
赤枠空欄を埋めていきます

記入例：
会社員(サービス業)など

マイナンバーカード利用者情報入力⑤
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提出先税務署は
マイナンバーカードの住所地から
管轄の税務署が表示されます

納税要確認番号
新しく6桁の数字をお決めください

自営業等の方で事業所等を
納税地として届け出ている方は
チェックボックスをクリックして
入力してください

マイナンバーカード利用者情報入力⑥
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『メールアドレス等の初期登録』
のチェックボックスをクリックし
メールアドレスを入力します

メインメールアドレスを入力すると
サブメールアドレスの入力が
出来るようになります
複数登録したい方は入力してください

お知らせメールへ表示する宛名が
表示されますので変更する場合は
変更してください

すべて入力が完了したら
赤枠内『確認』をクリック

マイナンバーカード利用者情報入力⑦
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提出先税務署の確認が表示
⇒『OK』をクリック

続いて『利用者識別番号を取得している方へ』
という注意喚起のメッセージが表示
⇒『OK』をクリック

マイナンバーカード利用者情報入力⑧
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入力内容確認画面が表示されますので、内容を確認します

青枠内の『保存』をクリックし、データ保存をお願いします

保存完了後、赤枠内『送信』をクリックします

マイナンバーカード利用者情報入力内容確認
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『利用者識別番号の通知希望確認』が表示
⇒そのまま『OK』をクリック

『送信結果』が表示
青枠内『保存』からデータ保存をお願いします
(印刷でも可
印刷した場合は大切に保管してください)

保存完了後、赤枠内『次へ』をクリックします

以上でマイナンバーカードを利用しての
e-Taxの利用が出来るようになりました

利用者識別番号確認
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令和2年分の申告書等の作成の「▼」をクリック

「所得税」をクリック

住宅ローン控除の申告の開始です
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「マイナポータルと連携しない」
を選択し切り替わった画面から
「作成開始」をクリック

「マイナポータル」の詳細は
「マイナポータルと連携するには」
をクリックしてご確認ください

マイナポータルの連携が可能な方は
限定された方になりますので
こちらでは連携をしない形式でご案内します
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生年月日、確定申告書の提出方法を選択
申告内容に関する質問にすべて答えてから
『次へ進む』をクリック
※選択する内容により質問数は変わります

地震保険料控除・生命保険料控除の申告
⇒しない方は次ページへ
⇒する方は35ページへ

住宅ローン控除
の申告をするため
「はい」を選択

生命保険料控除
地震保険料控除
を申告する方は
「はい」を選択

マイナンバーカードを使って
電子申告をします

https://youtu.be/JiatZt60q48
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源泉徴収票を紙で受け取っている方は
「いいえ」⇒「入力する」をクリック

※源泉徴収票を「.xmlデータ」で
受け取っている人は
「はい」⇒「ファイルを選択」を
クリックしデータの読み込みが可能です

源泉徴収票の入力①（生命保険料控除・地震保険料控除なし）



令和２年源泉徴収票をもとに赤枠内を入力

入力が完了後
『入力内容の確認』をクリック

⇒40ページ左画面へ

34

源泉徴収票の入力②（生命保険料控除・地震保険料控除なし）



35

源泉徴収票を紙で受け取っている方は
「いいえ」⇒「入力する」をクリック

※源泉徴収票を「.xmlデータ」で
受け取っている人は
「はい」⇒「ファイルを選択」を
クリックしデータの読み込みが可能です

給与所得の『入力する』をクリック

源泉徴収票の入力①（生命保険料控除・地震保険料控除あり）
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源泉徴収票の内容を
記載の通りにすべて入力

「あり」「なし」の選択は
源泉徴収票を確認し選択

「あり」を選択した項目に
入力箇所が追加表示された場合
もれなく入力

すべて入力後クリック

源泉徴収票の入力②（生命保険料控除・地震保険料控除あり）
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「配偶者(特別)控除の入力」
画面に移動後
赤枠内の該当箇所を入力

右下の『次へ進む』をクリック
ページ
下部へ

スクロール

配偶者控除の入力【該当する方のみ】
（生命保険料控除・地震保険料控除あり）
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扶養控除(16歳未満)の方が
いる場合の入力画面です
赤枠の『入力する』を
クリックし内容を入力

完了後
赤枠の『入力内容の確認』
をクリック

複数入力する場合はこちら

扶養控除（16歳未満）の入力①【該当する方のみ】
（生命保険料控除・地震保険料控除あり）
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次のページ右側の画面に進みます

扶養控除（16歳未満）の入力②【該当する方のみ】
（生命保険料控除・地震保険料控除あり）
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入力内容を確認後「次へ進む」をクリック
切り替わった画面のページ下部へスクロール
「入力終了(次へ)＞」をクリック

ページ
下部へ

スクロール
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医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税)
生命保険料控除、地震保険料控除の入力です

住宅ローン控除のみの申告の方
⇒54ページへ

①医療費控除の申告のある方
⇒赤枠の『入力する』をクリックし
次ページへ

②寄附金控除(ふるさと納税)の方
⇒青枠の『入力する』をクリックし

46ページへ

③生命保険料控除の申告がある方
⇒緑枠の『入力する』をクリックし

49ページへ

④地震保険料控除の申告がある方
⇒黄色枠の『入力する』をクリックし

52ページへ
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適用する制度をクリック
今回の例では「医療費控除を適用する」を選択

どちらの制度が有利となるか
確認をしたい方はこちら
青枠の画面が表示

～控除額の試算画面～
それぞれ金額を入力し
『入力した内容で判定する』
をクリックでどちらの制度が
有利か判定されます

医療費控除の入力①【該当する方のみ】

https://youtu.be/X9p0M0y0b7Q
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希望の項目を選択してください
選択した項目により入力方法が変わります
医療費集計フォームを利用する場合は
別途国税庁のホームページをご確認ください

今回の例では
『医療費の合計額のみ入力する』を選択します

医療費控除の入力②【該当する方のみ】



44

今回の例では
『医療費の合計額のみ入力する』を選択
『A 支払った医療費の合計額』
『B Aのうち生命保険や社会保険などで補填される金額』を入力
※別途、医療費控除の明細書の提出が必要です

入力後『次へ進む』をクリック
画面切り替わり後、計算結果を確認し『次へ進む』をクリック

医療費控除の入力③【該当する方のみ】



45

医療費控除欄に金額が表示されました

①寄附金控除(ふるさと納税)のある方
⇒青枠の「入力する」をクリックし
次ページへ

②生命保険料控除のある方
⇒緑枠の「入力する」をクリックし

49ページへ

③地震保険料控除のある方
⇒黄色枠の「入力する」をクリックし

52ページへ

④寄附金控除(ふるさと納税)
地震保険料控除、
生命保険料控除の申告がない方

⇒赤枠の「入力終了(次へ)＞」をクリックし
54ページ右へ
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ふるさと納税を行なった
都道府県、市区町村を
選択し寄附金の金額を入力

寄附先の所在地
名称は自動入力されます

『都道府県、市区町村に対する
寄附金(ふるさと納税など)』を選択

寄附金領収証に記載の
寄附年月日を入力

①ふるさと納税の申告が複数ある方は

青枠もしくは黄色枠をクリック

②ふるさと納税の申告がすべて完了した方は
赤枠『入力内容の確認』をクリック

寄付金控除（ふるさと納税）の入力①【該当する方のみ】



47

寄付金控除（ふるさと納税）の入力②【該当する方のみ】
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寄附金控除欄に金額が表示されました

①生命保険料控除のある方
⇒緑枠の「入力する」をクリックし
次ページへ

②地震保険料控除のある方
⇒黄色枠の「入力する」をクリックし

52ページへ

③地震保険料控除、
生命保険料控除の申告がない方
⇒赤枠の「入力終了(次へ)＞」をクリックし

54ページ右へ
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生命保険料控除証明書を
参照しながら入力
入力完了後、『入力内容の確認』
をクリック

生命保険料控除の入力①【該当する方のみ】
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生命保険料控除の入力②【該当する方のみ】
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生命保険料控除欄に金額が表示されました

①地震保険料控除のある方
⇒黄色枠の「入力する」をクリックし
次ページへ

②地震保険料控除の申告がない方
⇒赤枠の「入力終了(次へ)＞」をクリックし

54ページ右へ
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地震保険料控除証明書を
参照しながら入力
入力完了後
『入力内容の確認』をクリック

地震保険料控除の入力①【該当する方のみ】
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地震保険料控除の入力②【該当する方のみ】
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住宅借入金等特別控除の『入力する』をクリック

住宅ローン控除の入力に進みます

入力内容を確認し『入力終了(次へ)＞』をクリック
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引っ越しされた日付を入力

入力後『次へ進む』を
クリック

住宅ローン控除の入力①

土地と建物を別々で契約した方
は表示されます

土地の引渡日を入力
(全部事項証明書の所有権移転日
を参照)

新築建売住宅を購入した方

土地と建物を別々で契約した方

中古戸建住宅を購入した方
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土地・建物の全部事項証明書を確認

所有者が2人以上記載の場合
『はい』
所有者が1人の場合『いいえ』

ご両親様等から資金援助を
受けており贈与税の申告を
する場合は『はい』

該当の項目を選択しクリック

選択した項目により
質問数が増えますので
表示された質問すべてに
ご回答ください

住宅ローン控除の入力②

C⇒『はい』を選択
D⇒翌年以降の控除を受ける為の
書類を書面交付希望の方は
『いいえ』を選択

すまい給付金
すでに受け取っている方は
『はい』
受け取っていない方・未申請の方は
『いいえ』

土地・建物別契約の方は
表示されません

この項目は
『中古の方のみ』
表示されます
A⇒建物の全部事項証明書を確認
築20年超の場合『いいえ』

B⇒耐震基準適合証明書・
瑕疵保険付保証明書等が
発行されている場合『はい』

A

B

C

D

https://youtu.be/ZtlhL357iwE
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住宅ローン控除の入力③
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入力の際の確認書類

①住宅、土地の取得対価の額とは
建物価格、土地価格を指します
⇒売買契約書

売主が個人の場合で土地と住宅の金額が
分かれていない場合は
住宅に関する事項の『取得対価の額』に
売買価格総額を入力し
土地に関する事項の『取得対価の額』は
空欄にします

②消費税率、消費税額⇒売買契約書
(売主が個人の場合は非課税)
(契約日が2019年3月31日以前の方は8%)
(契約日が2019年4月1日以後の方は10%)

③床面積、住宅の持分 ⇒ 全部事項証明書(建物)

④土地面積、土地の持分 ⇒ 全部事項証明書(土地)

住宅ローン控除の入力④

1

1

２

３

4

https://youtu.be/ajbza88hh5M
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売買契約書参照

全部事項証明書 (建物)参照

売買契約書に建物、土地の
内訳の記載が無い場合
⇒消費税から建物価格の算出します

建物価格＝消費税額÷消費税率+消費税額

例)消費税100万円、税率10%
100万円÷10%+100万円＝1100万円

売主が個人の場合で土地と住宅の金額が
分かれていない場合は
住宅に関する事項の『取得対価の額』に
売買価格総額を入力します

住宅ローン控除の入力⑤
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売買契約書参照

全部事項証明書(土地)参照
住宅、土地に関する事項を
すべて入力後『次へ進む』をクリック

①すまい給付金を受け取っている方
⇒次ページへ

②すまい給付金を受け取っておらず
住宅購入に際し贈与を受けた方
⇒63ページへ

③すまい給付金、贈与ともに無い方
⇒64ページへ

売主が個人の場合で土地と住宅の金額が
分かれていない場合は
土地に関する事項の『取得対価の額』は
空欄にします

住宅ローン控除の入力⑥（土地に関する入力）
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交付対象は「家屋及び土地等」を選択

補助金等の額は「給付基礎額」を入力
「給付基礎額」が不明の場合は給付額÷持分
例)給付額：20万円、持分1/2の場合
20万円÷1/2＝「400,000円」と入力

入力完了後、「入力内容の確認」をクリック

すまい給付金の入力①【該当する方のみ】

https://youtu.be/2DOQFzf37Fk
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入力内容を確認後
『次へ進む』をクリック

①住宅購入に際し贈与を受けた方
⇒次ページへ

②贈与を受けていない方
⇒64ページへ

すまい給付金の入力②【該当する方のみ】
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按分した金額を入力し
「次へ進む」をクリック

贈与を受けた金額の入力【該当する方のみ】

贈与金額の入力方法

贈与を受けた金額を住宅と土地等の金額で按分します

例) 住宅価格(建物価格)：2274万円
土地価格 ：3226万円
売買代金合計 ：5500万円
贈与金額 ：1000万円

住宅 ⇒ 1000万円×(2274万円÷5500万円)
＝4,134,545円

土地等⇒ 1000万円×(3226万円÷5500万円)
≒5,865,455円

https://youtu.be/VMNGN9R1uik
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入力の際の確認書類

金融機関から届いているご自身宛の
『年末残高証明書』

※お二人でローンを組まれている方
⇒お相手宛の残高証明書の入力はしません
のでご注意ください

※お1人でローンを２本組まれている方
(例：フラット35で２本ローンの方、
ミックスローンの方)
は残高証明書も2種類発行されていますので
両方ご準備ください

住宅ローン年末残高の入力①

https://youtu.be/c8h58HOd1Vg
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残高証明書の内容を確認しながら入力

ご自身宛の残高証明書が2枚ある方
⇒青枠内「続けてもう1件入力」をクリック

残高証明書すべての入力が完了した方
⇒赤枠内「入力内容の確認」をクリック

住宅ローン年末残高の入力②
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入力内容確認後、『次へ進む』をクリック

住宅ローン年末残高の入力③
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適用する控除を選択し「次へ進む」をクリック

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は
別途必要書類の提出が必要となりますので
ご注意ください
該当の書類が無い場合は
通常の住宅ローン控除が適用されます

適用する控除の選択

中古住宅の場合はこの画面は
表示されませんので次ページへお進み下さい。
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ここまで入力してきた内容が表示されます

①内容を確認し修正が無ければ
赤枠内「次へ進む」をクリック

②修正箇所があれば
青枠内「入力した内容を訂正」をクリック

入力内容確認
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ページ下部へスクロールし
「入力終了(次へ)＞」をクリック
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生命保険料控除・地震保険料控除がない方 生命保険料控除・地震保険料控除がある方

生命保険料控除等がない方は青枠内をチェック後
『住民税に関する事項』をクリック

源泉徴収票の内容の入力となります

『住民税・事業税に関する事項』をクリック

源泉徴収票の内容の入力となります
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赤枠内を入力し完了後、画面下部へスクロールし
赤枠内の『入力終了(次へ)＞』をクリック

生命保険料控除等の申告がある方は
源泉徴収票の内容を入力したものが
反映されますので、内容をご確認ください

16歳未満扶養親族入力・確認【該当の方のみ】
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還付金の
振込先、住所、氏名等の入力です

赤枠内から
希望の還付先をチェックします

計算の結果
こちらが今回の確定申告で
還付される金額となります

還付金額確認・本人情報入力①
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還付先口座入力

申告者住所、氏名入力

e-Tax利用の方は
手続きしている日付を入力

整理番号は入力不要

世帯主様の申告の場合は
こちらをクリックすると
世帯主氏名、続柄が入力されます

すべて入力後ページ最下部にある『次へ進む』をクリック

本人情報入力②
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表示されている方の
マイナンバーを入力し
『次へ進む』をクリック

マイナンバーの入力
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①『帳票表示・印刷』をクリックし
申告前の確定申告書をご確認と
データの保存をお願いします

②『入力データを一時保存する』から
申告前のデータを保存お願いします

①②完了後、『次へ進む』をクリック

ページ下部へ
スクロール

申告前データ保存
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このページはすべて『いいえ』を選択し
『次へ進む』をクリック
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①次へをクリック

②以下の表示が出るため
青枠に6～16桁のパスワードを入力
し赤枠の『OK』をクリック

注意：パスワードは5回間違えると
マイナンバーカードを利用した
申告が出来なくなります

申告書送信①



申告書送信②

①次へをクリック

②送信をクリック

③以下の表示が出るため
青枠に4桁のパスワード(利用者証明用パスワード)を
入力し赤枠の『OK』をクリック

注意：パスワードは3回間違えると
マイナンバーカードを利用した
申告が出来なくなります

78
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申告書送信③

『受付結果確認』をクリックすると
右画面へ移行するため、
『次へ進む』をクリック
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帳票印刷・申告後データ保存①

『帳票表示・印刷』をクリックし
申告後の確定申告書をご確認、印刷
PDFデータの保存をお願いします

印刷した帳票の中にある
『申告書等送信票(兼送付書)』を
添付して必要書類を税務署へ送付します

完了後、『次へ進む』をクリック
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帳票印刷・申告後データ保存②

『入力データを保存する』をクリックし
作成データの保存お願いします

保存完了後、ページ下部へスクロール

贈与税の申告がある方
⇒青枠の『他の申告書等を作成する』をクリック
贈与申告のPDF27ページへ

贈与税の申告がない方
⇒赤枠の『終了する』をクリック
⇒表示画面で『はい』をクリックして終了です



確定申告書類提出方法・提出期限

 83ページの提出書類を、管轄の税務署に

2021年3月15日までに郵送または持参してご提出ください

 贈与申告がある方は、贈与申告作成用のPDFをご参照いただき

別途贈与申告分の確定申告書を作成してご一緒にご提出ください

◎税務署へ持参する方は入場整理券が必要ですので、管轄の税務署へご確認ください

82

〈 注 意 事 項 〉



チェック
欄 書類名 取得場所 備考欄

□ 売買契約書・請負契約書(写) 不動産会社

□ 全部事項証明書(土地・建物)(原本) 法務局 所有権移転後のもの

□
住宅取得資金にかかる借入金年末残高証明
書(原本)

借入金融機関等
令和3年1月末頃までに郵送されます
住宅ローンが複数ある方はすべて必要です※2

□
中古住宅で基準の建築年数を超えた場合の
証明書類

該当の場合のみ（耐震基準適合証明書・既存住宅性能
評価書・既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書等）

□ 認定長期優良住宅証明書 該当の場合のみ

□ すまい給付金の受取金額の確認資料
すまい給付金
事務局

すまい給付金を受け取った方のみ
これから申請する方、受け取っていない方は不要

□ 医療費控除明細書及び付属する書類 国税庁HP 指定書式※3

□ 住宅取得資金贈与を受けた金額の確認資料
該当の場合のみ
通帳(名義部分、該当ページの写し)など

□ 申告書等送信票（兼送付書） 電子送信後作成した申告書のPDFより出力

83※2・3 → 7ページ参照ください

提出書類一覧 ～住宅ローン控除～ ※贈与申告がある方は贈与申告用PDFもご確認ください



お疲れさまでした

ご不明な点等ございましたら

リビングコールセンター 0120-876-132

または

リビングライフ ローン課 ro-n@living-life.co.jp

までご連絡ください

84

住まいから始まる幸せの生涯設計を提案します


